
在宅看護センター和音 行動計画 

 

社員が仕事と子育てを両立させることができ、すべての社員がその能力を十分に発揮で

きるようにするため、次のように行動計画を策定する。 

 

１． 計画期間  

2025年（令和 7年）4月 1日～2027年（令和 9）3月 31日までの 2年間 

 

２．内容 

 

 

 

 

 

＜対策＞ 

 ● 2025年 4月～ 休業者の業務カバー体制の検討（代替要員の確保、業務体制の見

直し・縮小、複数担当者制など）・実施 

 

 

 

＜対策＞ 

 ● 2025年 4月～ 業務量の見直し、DX化による事務の効率化などの取組実施 

● 2025年 4月～ 各部署における問題点の検討及び研修の実施 

 

 

 

 

 

＜対策＞ 

● 2025年 10月～ 制度導入の検討、実施 

            電子掲示板による社員への「子の看護休暇等」制度の周知 

 

 

 

 

 

目標１：計画期間内に、育児休業の取得率を次の水準以上とする。 

男性社員・・・取得率５０％以上 

女性社員・・・女性社員全体と有期雇用の女性社員それぞれについて、 

       取得率８０％以上 

目標２：全社員の時間外・休日労働時間の平均を各月３０時間未満とする。 

目標３：子の看護等休暇について、始業の時刻から連続せず、かつ、終業の時刻まで

連続しない時間単位での取得を認める等、より利用しやすい制度の導入を

検討する。 

目標 4：育児・介護休業法に基づく育児休業等、雇用保険法に基づく育児休業給付、

労働基準法に基づく産前産後休業など諸制度の周知を徹底する。 



＜対策＞ 

● 2025年 4月～ 電子掲示板による社員への「子の看護休暇等」制度の周知 

 

 

 

 

＜対策＞ 

● 2025年 4月～ 電子掲示板による社員への制度の周知 

● 2025年 4月～ 希望社員および検討中社員への相談窓口の設置と、実施に向けて     

の制度内容の見直しの推進。 

 

 

目標 5：短時間正社員等の多様な正社員制度の定着。 


